
金融再生法開示債権及び同債権に対する保全状況 

１． 「金融再生法上の不良債権」における「貸倒引当金」には、正常債権に対する一般貸倒引当金を除いて計上しております。 （注） 

貸倒引当金 
（d） 

７０.２４％ 

７３.５０％ 

１００.００％ 

１００.００％ 

６９.１９％ 

７２.７１％ 

４８.５８％ 

４５.４４％ 

 

３７.８０％ 

４８.９９％ 

１００.００％ 

１００.００％ 

４１.０５％ 

５０.５２％ 

９.５４％ 

１０.０５％ 

 

担保・保証等に 
よる回収見込額 
（ｃ） 

１,５０２ 

１,１３２ 

３５６ 

３０７ 

９３１ 

６６７ 

２１３ 

１５７ 

 

２,０２３ 

１,７３２ 

４２９ 

４６８ 

１,３５２ 

１,０８２ 

２４１ 

１８１ 

（単位：百万円） 

区　　　分 

平成１８年度 

平成１９年度 

平成１８年度 

平成１９年度 

平成１８年度 

平成１９年度 

平成１８年度 

平成１９年度 

平成１８年度 

平成１９年度 

平成１８年度 

平成１９年度 

金融再生法上の不良債権 

正　　常　　債　　権 

２,８８０ 

２,３５７ 

４２９ 

４６８ 

１,９５４ 

１,４８８ 

４９６ 

４００ 

３２,１５２ 

３２,４６５ 

３５,０３２ 

３４,８２２ 

 

引当率 
(ｄ)／（ａ－ｃ） 

開示残高 
（ａ） 

保全額 
（b） 

保全率 
（ｂ）／（ａ） 

５２１ 

５９９ 

７２ 

１６０ 

４２０ 

４１４ 

２７ 

２４ 

破産更生債権及び 
これらに準ずる債権 

危 険 債 権  

要 管 理 債 権  

合　　　　　　　　　計 

　破産、会社更生、再生手続等の事由により経営破綻に陥っている

債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権です。 

　破産更生債権及びこれらに準ずる債権 

　債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営

成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りが

できない可能性の高い債権です。 

　危険債権 

　「３カ月以上延滞債権」及び「貸出条件緩和債権」に該当する貸出

金をいいます。 

　要管理債権 

　債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がない債権であり、「破

産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」、「要管理債権」

以外の債権をいいます。 

　正常債権 

不良債権の推移 

２０,０００ 

３０,０００ 

４０,０００ 

０ 

５ 

１０ ４,１５６ 

２,８８０ 

１１.７３％ 

８.２２％ 
６.７７％ 

（単位：百万円） 

（単位：％） 

不良債権額 
不良債権 

比率 

２,３５７ 

１８年３月末 １９年３月末 ２０年３月末 平成 

　平成２０年３月期末（平成１９年度末）の不良債権は、前期末に

比べて５２３百万円減少し、２,３５７百万円となりました。これら

の債権の約７３％は、担保・保証及び貸倒引当金で保全されて

います。 

　不良債権比率は１.４５ポイント改善して６.７７％となり、

資産の健全性を高めることが出来ました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 金融再生法による開示債権 

Word Information
用 語 解 説  用 語 解 説  

金融再生法に基づき開示する不良債権額です。リスク管理債権との違いは、開示の対象となる債権が貸出金
に加えて、債務保証見返、未収利息、仮払金なども対象となっている点です。　　　　 
それぞれの債権について債務者の財政状態や経営成績などに基づき４つに区分しております。そのうち「破産

更生債権及びこれらに準ずる債権」「危険債権」は債務者単位、「要管理債権」は貸出金取引ごとを対象に区分
しております。 
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